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国の総合戦略と町の総合戦略関係

〈策定経緯〉

〈国〉 〈南風原町〉

※R4年、国策定の基本方針及び総合戦略は創生法を根拠とする。

H26年 9月 「まち・ひと・しごと創生法」制定

H26年 12月 「まち・ひと・しごと

創生長期ビジョン」決定

H26年 12月 「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」決定

H27年6月 「まち・ひと・しごと創

生基本方針 2015」決定
H27年 12月 「まち・ひと・しごと

創生総合戦略(2015改訂版)」決定

R1年 12月 「まち・ひと・しごと創

生長期ビジョン（令和元年改訂

版）」決定

R1年 12月第 2期 「まち・ひと・

しごと創生総合戦略)」決定

R2年 7月 「まち・ひと・しごと創

生基本方針 2020」決定
R2年 12月第 2期 「まち・ひと・

しごと創生総合戦略(2020 改訂
版)」決定

R3年 6月 「まち・ひと・しごと創

生基本方針 2021」決定
H30年 12月 「まち・ひと・しごと

創生総合戦略(2018改訂版)」決定

R4年 6月 「デジタル田園都市国

家構想基本方針」決定

R4年 12月 「デジタル田園都市

国家構想総合戦略」決定

H28年 3月 「南風原町人口ビジョン及び南

風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

H30年 4月 「南風原町人口ビジョン及び南

風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂

版）」策定

H30年 12月 「南風原町人口ビジョン及び南

風原町まち・ひと・しごと創生総合戦略（改訂

版）」策定

R5年 2月 「南風原町人口ビジョン（改訂版）

及び（仮称）南風原町田園都市国家構想の実

現に向けた第 2期まち・ひと・しごと創生総合
戦略（改訂版）」策定



〈国の総合戦略と町総合戦略の関係〉

国のデジタル田園都市国家構想基本方針及び

デジタル田園都市国家構想総合戦略の概要

◆基本的な考え方
○「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指して
・デジタルは地方の社会課題を解決する鍵
・デジタル田園都市国家構想の旗揚げ
・デジタルインフラの整備
・地方におけるDXを積極的に推進

◆解決すべき地方の社会課題

○人口減少・少子高齢化

○過疎化・東京圏への

一極集中

○地域産業の空洞化

◆デジタルの力を活用した地

方の社会課題解決

○地方に仕事をつくる

○人の流れをつくる

○結婚・出産・子育ての希望を

かなえる

○魅力的な地域をつくる

○地域の特色を生かした分野

横断的な支援

デ
ジ
タ
ル
の
実
装
に
よ

り
地
域
の
社
会
課
題
解

◆デジタル実装の基礎条件整備
○デジタル基盤の整備
○デジタル人材の育成・確保
○誰一人取り残されないための取組
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具体的な施策
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国のデジタル田園都市国家構想総合戦略を勘案した

南風原町総合戦略の策定


